
第４期昭島市障害福祉計画における成果目標の評価方法等について 

 

１ 評価の考え方 

(１) 第４期昭島市障害福祉計画における成果目標について、活動指標を用いるなかでＰＤＣＡサイクルによ

る評価を実施する。 

成 果 目 標  活  動  指  標 

  〇就労移行支援の利用者数 〇共同生活援助の利用者数 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 ⇒ 〇地域移行支援・地域定着支援の利用者数 

  〇施設入所支援の利用者数 

２ 地域生活支援拠点等の整備   

  〇就労移行支援の利用者数  

３ 福祉施設から一般就労への移行等 ⇒ 〇就労移行支援事業所からの一般就労への移行者数 

  〇就労継続支援事業所からの一般就労への移行者数 

(２) 中間評価については、「目標等管理シート」を使用し、昭島市障害者自立支援推進協議会等の意見を聴

く中で、各年度終了後に年１回実施することとする。 

(３) 評価結果については、原則として、次期障害福祉計画において反映するものとする。 

 

２ 第４期昭島市障害福祉計画における評価方法（２ 計画の進行管理・評価(P78.79)） 

（１）計画の進行管理 

障害者総合支援法においては、障害福祉計画（第６章 障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する目

標等）で定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉

計画を変更することやその他の必要な措置を講じるため、ＰＤＣＡサイクルの考え方を取り入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画におけるＰＤＣＡサイクル 

事業の実施に当たっては、ＰＤＣＡサイクルに沿って行うとともに、各事業の進捗状況及び成果目標の達

成状況などについて、適切に評価するため、「昭島市障害者自立支援推進協議会」を中心に、点検・評価を

行い、その結果について公表することとします。 

資料２－１ 

基本指針 

・障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サー

ビス提供体制に関する見込量を提示する。 

計画（Ｐｌａｎ） 

・「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福

祉サービス等の見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その実績を把握し、

障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価とし

て分析・評価を行う。 

・中間評価の際には、昭島市障害者自立支援推進協議会などの意見を聴くとと

もに、その結果について公表する。 

改善（Ａｃｔ） 

・中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるとき

は、障害福祉計画の見直し等を実施する。 

実行（Ｄｏ） 

・計画の内容を踏まえ、事業を実

施する。 


